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年頭ご挨拶

　新年あけましておめでとうございます。　新年あけましておめでとうございます。
　皆様方にはよき新春をお迎えのこととお喜び申し上げます　皆様方にはよき新春をお迎えのこととお喜び申し上げます
また会員各位と関係団体の皆様には法人会の活動に多大のご理解とご協力をいただき厚くまた会員各位と関係団体の皆様には法人会の活動に多大のご理解とご協力をいただき厚く
御礼を申し上げます。御礼を申し上げます。
　皆様にとって2021年はどんな年であったでしょうか。　皆様にとって2021年はどんな年であったでしょうか。
私は新型コロナウイルスに悩まされた約２年間でした。この原稿を書いている今日現在私は新型コロナウイルスに悩まされた約２年間でした。この原稿を書いている今日現在
（2021年12月）は少し落ち着いている状況が続いています。このまま終息に向かってい（2021年12月）は少し落ち着いている状況が続いています。このまま終息に向かってい
けばと思っていたところに変異ウイルスのオミクロン株が出現。事態が酷くならなければけばと思っていたところに変異ウイルスのオミクロン株が出現。事態が酷くならなければ
と願っています。と願っています。
　新年といえばお酒がつきもの、日本酒・ビール・ウイスキー・・・。お酒は強い方では　新年といえばお酒がつきもの、日本酒・ビール・ウイスキー・・・。お酒は強い方では
ありませんが大好きです。お酒を片手に人と語らいライブハウスやカラオケで鋭気を養ありませんが大好きです。お酒を片手に人と語らいライブハウスやカラオケで鋭気を養
う、そんな時期が早く来ることを期待しております。う、そんな時期が早く来ることを期待しております。
「人を通して酒場に出会い　酒場を通してまた人に出会う」好きな言葉です。「人を通して酒場に出会い　酒場を通してまた人に出会う」好きな言葉です。
　長岡法人会も、昨年は、一昨年出来なかった講演会については、６月「通常総会・講演　長岡法人会も、昨年は、一昨年出来なかった講演会については、６月「通常総会・講演
会－瀬古利彦氏」、11月「税と文化講演会－税務署長の谷田川成揮氏と三遊亭円楽師匠」会－瀬古利彦氏」、11月「税と文化講演会－税務署長の谷田川成揮氏と三遊亭円楽師匠」
をはじめ、決算法人説明会、研修会そして地域貢献活動の租税教室等の開催が出来ました。をはじめ、決算法人説明会、研修会そして地域貢献活動の租税教室等の開催が出来ました。
　（残念ながら総会、税と文化講演会のあとの懇親会は中止いたしました）　（残念ながら総会、税と文化講演会のあとの懇親会は中止いたしました）
　今年はーコロナ禍がこのままであれば、懇親会そして親睦ゴルフ等の開催を予定してお　今年はーコロナ禍がこのままであれば、懇親会そして親睦ゴルフ等の開催を予定してお
りますので、皆様の奮ってのご参加をお願いいたします。りますので、皆様の奮ってのご参加をお願いいたします。
　法人会としては今年も会員企業の役に立つ「税に関する提言」を国・地方自治体に行う　法人会としては今年も会員企業の役に立つ「税に関する提言」を国・地方自治体に行う
とともに税務署・税理士の皆様のご支援をいただきながら税の普及・啓蒙活動を積極的にとともに税務署・税理士の皆様のご支援をいただきながら税の普及・啓蒙活動を積極的に
取り組んでいきます。取り組んでいきます。
　コロナ終息と景気の回復を願いつつ、今年が皆様にとって良い年になりますよう祈念い　コロナ終息と景気の回復を願いつつ、今年が皆様にとって良い年になりますよう祈念い
たしまして新年のご挨拶といたします。たしまして新年のご挨拶といたします。

税を考える週間
長岡税務署長納税表彰
（法人会の功績）
　公益社団法人長岡法人会
　副 会 長　佐藤　一男　殿

会 長　七里　俊雄
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　11月22日（月）ホテルニューオータニ長岡で、長岡法人会第31回理事会の後、「税と文
化講演会」を開催しました（長岡税務署、関東信越税理士会長岡支部、長岡間税会共催）。
　参加者約200名を前に、第一部は長岡税務署　谷田川署長、第二部は落語家三遊亭円楽
師匠から講演をしていただきました。

谷田川署長　講演谷田川署長　講演

演 題　『くらしと税』演 題　『くらしと税』

　第一部は、谷田川税務署長が、「くらしと税」
と題して講演された。
　第一声、「皆さんに催眠術をかけないように話
をします。」とのことで、期待がふくらんだ。
　出身地茨城県について、魅力度ランキングが国
内最下位だとか新幹線の駅がないなどの自虐で始まり、相対するように、長岡の魅力を沢山取
り上げられ、身近すぎる地元の良さに改めて気づかされた聴衆も多くいたのではないだろうか。
　北越戊辰戦争を例にあげ、長岡の歴史教育が、職場体験に来た中学生に根付いていることに
感心したことから、税の教育費の使途へ話が続き、また、長岡署管内の酒蔵が県内最多という
ことから、日本酒の種類別おいしい温度やクイズなどを通して酒税について語る等、気づいた
ら、すっかり催眠術ならぬ谷田川マジックにかけられて、自然に税について学んだ１時間だっ
た。
　大画面に映し出された資料も、谷田川署長オリジナルで大変素晴しかった。
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三遊亭円楽師匠　講演三遊亭円楽師匠　講演

演 題　『笑いと健康』演 題　『笑いと健康』

　第二部は、「笑点」でおなじみの落語家、
三遊亭円楽師匠が「笑いと健康」をテーマ
に講演された。
　「笑い」は、人間だけが持っている高度
な感情で、心の健康に大きな効果を持っ
ている。年間３万人ともいわれる自殺者の
数は、世界の中でも日本が突出している。
日本人はストレスをためやすいと言われる
が、ストレスを感じた時は「笑う」ことで
発散し、マイナス思考からプラス思考に変
えるスイッチにしてほしい。
　「言葉」を使えるのも、人間のみで、意思を伝えることができる。言葉ひとつで、相手が受
ける印象も全然違ってくる。「ありがとう」「ごめんなさい」を一言添えるだけで、色々な人

間関係を円滑に作ることができる
と、実際の夫婦の会話を再現しな
がらの話には、さすが落語家と面
目躍如。
　長年税務大学校の講師を務め、
平成４年には国税庁長官表彰も
受賞されていたとか。「税と文化
講演会」には、最適な経歴の講師
だった。
　「芸人と病人の円楽です。」と
の自己紹介には、心から笑えない

雰囲気も感じたが、その後の報道によれば肺ガンも脳腫瘍も再発はないとのこと。今後も長く
我々に「笑い」を提供してほしいと思った。
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《基本的な課題》

Ⅰ．税・財政改革のあり方
・膨大なコロナ対策費は先進諸国においても財政を悪化させた。しかし、その借金返済につい
て議論がなされていない日本と違って、米国、英国、ドイツ等では償還財源を含めた大枠の
返済計画を示し始めている。我が国においても、少なくとも国債で賄ったコロナ対策費の負
担について、将来世代に先送りせず現世代で解決するよう議論が必要である。
・我が国は先進国で最速のスピードで少子高齢化が進み、かつ人口が減少するという極めて深
刻な構造問題を抱えている。コロナ禍の克服は難題ではあるが、早期に解決の道筋をつけ、
我が国本来の「中福祉・中負担」を目指した税財政改革によって持続可能な社会保障制度の
構築と財政健全化の両立に取り組まなければならない。

１．財政健全化に向けて
・２０２５年度は団塊の世代がすべて７５歳の後期高齢者となる節目の年であり、社会保障給
付の急増が見込まれる「２０２５年問題」と称されている。政府が歳出・歳入の一体改革に
本気で取り組めば、２０２５年度のＰＢ黒字化は決して達成できない目標ではないことを強
調しておきたい。
（１）感染症拡大が収束段階になった際には、税制だけではなく大胆な規制緩和を行うなど、

スピード感をもって日本経済の本格的な回復に向けた施策を講じる必要がある。なお、
相応の需要喚起を行うことも必要ではあるが、それがバラマキ政策とならないよう十分
配慮すべきである。

（２）財政健全化は国家的課題であり、コロナ収束後には本格的な歳出・歳入の一体的改革に
入れるよう準備を進めることが重要である。歳入では安易に税の自然増収を前提とする
ことなく、また歳出については、聖域を設けずに分野別の具体的な削減の方策と工程表
を明示し、着実に改革を実行するよう求める。

（３）国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇など金融資本市場に多大な影響を与え、
成長を阻害することが考えられる。政府・日銀には市場の動向を踏まえた細心の政策運
営を求めたい。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
・社会保障給付費は公費と保険料で構成されており、財政のあり方と密接不可分の関係にあ
る。適正な「負担」を確保するとともに、「給付」を「重点化・効率化」によって可能な限
り抑制しないかぎり、持続可能な社会保障制度の構築と財政健全化は達成できない。
・社会保障は「自助」「公助」「共助」が基本である。これを踏まえ公平性を確保したうえでそ
の役割と範囲を改めて見直す必要がある。
・次なる新型感染症が発生した場合に備える意味でも、抜本的な医療制度改革の議論を開始す
る必要がある。
（１）年金については、「マクロ経済スライドの厳格対応」、「支給開始年齢の引き上げ」、「高

所得高齢者の基礎年金国庫負担相当分の年金給付削減」等、抜本的な施策を実施する。
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（２）医療は産業政策的に成長分野と位置付け、デジタル化対応など大胆な規制改革を行う必
要がある。令和４年度は診療報酬の改定年となるが、給付の急増を抑制するために診療
報酬（本体）の配分等を見直すとともに、ジェネリックの普及率をさらに高める。

（３）介護保険については、制度の持続性を高めるために真に介護が必要な者とそうでない者
とにメリハリをつけ、給付及び負担のあり方を見直す。

（４）生活保護は給付水準のあり方などを見直すとともに、不正受給の防止などさらなる厳格
な運用が不可欠である。

（５）少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育等を整備するなどの現物給付に重点を
置くべきである。その際、企業も積極的に子育て支援に関与できるよう、企業主導型保
育事業のさらなる活用に向けて検討する。また、子ども・子育て支援等の取り組みを着
実に推進するためには安定財源を確保する必要がある。

（６）中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻
害しないような社会保障制度の確立が求められる。

３．行政改革の徹底
・地方を含めた政府・議会は「まず隗より始めよ」の精神に基づき自ら身を削り、以下の諸施
策について、直ちに明確な期限と数値目標を定めて改革を断行するよう強く求める。
（１）国・地方における議員定数の大胆な削減､ 歳費の抑制。　　　
（２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減と能力を重視した賃金体系による

人件費の抑制。
（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
（４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。	
４．マイナンバー制度について
・マイナンバー制度は、すでに運用を開始しているが、マイナンバーカードの普及率が低いな
ど、国民や事業者が正しく制度を理解しているとは言い難い。政府は制度の意義等の周知に
努め、その定着に向け本腰を入れて取り組んでいく必要がある。
５．今後の税制改革のあり方

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
・政府は「骨太の方針2021」で、先進各国の後塵を拝しているデジタル化や世界的な潮流
に遅れを取っている脱炭素化を柱に掲げ、成長と構造転換を図る考えを打ち出した。その方
向性は理解できるが、もっと具体的な工程を早急に示すべきである。
１．新型コロナウイルスへの対応
・中小企業は我が国企業の大半を占め、地域経済の活性化と雇用の確保などに大きく貢献して
いる。いわば経済社会の土台ともいえる存在であり、これが立ち行かなくなれば、経済全体
にとっても取り返しのつかない事態に陥る。政府と自治体は複雑で多岐にわたるコロナ対策
の周知・広報を徹底するとともに、申請手続きの簡便化やスピーディーな給付を行い、中小
企業が存続を図れるよう全力で取り組む必要がある。
２．中小企業の活性化に資する税制措置
（１）法人税率の軽減措置

　中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を本則化すべきである。また、昭和５６



（7）長 岡 法 人 会 会 報

校
了

年以来、８００万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、少なくとも
１，６００万円程度に引き上げる。

（２）中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置
　租税特別措置については、公平性・簡素化の観点から、政策目的を達したものは廃止
を含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新など経済活性化に資する
措置は、以下のとおり制度を拡充したうえで本則化すべきである。
①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める。
②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、損金算入額の上限
（合計３００万円）を撤廃し全額を損金算入とする。なお、それが直ちに困難な場合
は、令和４年３月末日までとなっている特例措置の適用期限を延長する。

（３）中小企業の設備投資支援措置
　中小企業経営強化税制（中小企業等経営強化法）や、中小企業が取得する償却資産に
係る固定資産税の特例（生産性向上特別措置法）等を適用するに当たっては、手続きを
簡素化するとともに、事業年度末（賦課期日）が迫った申請や認定について弾力的に対
処する。

３．事業承継税制の拡充
・我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献し
ている。中小企業が相続税の負担等によって事業が承継できなくなれば、経済社会の根幹が
揺らぐことになる。平成３０年度の税制改正では比較的大きな見直しが行われたが、さらな
る抜本的な対応が必要と考える。
（１）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設

　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると限定的な措置にとどまっており、
欧州並みの本格的な事業承継税制が必要である。とくに、事業に資する相続について
は、事業従事を条件として他の一般資産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産へ
の課税を軽減あるいは免除する制度の創設が求められる。

（２）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　平成３０年度税制改正では、中小企業の代替わりを促進するため、１０年間の特例措
置として同制度の拡充が行われたことは評価できるが、事業承継がより円滑に実施でき
るよう以下の措置を求める。
①猶予制度ではなく免除制度に改める。
②新型コロナの影響などを考慮すると、より一層、平成２９年以前の制度適用者に対し
ても適用要件を緩和するなど配慮すべきである。
③国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向けた制度周知に努める必要がある。
なお、新型コロナの影響により事業承継の時期を延期せざるを得ないケースもあるこ
とから、特例承継計画の提出期限（令和５年３月末日）および特例措置の適用期限
（令和９年１２月末日）を延長すべきである。

（３）取引相場のない株式の評価の見直し
　取引相場のない株式の評価については、企業規模や業種によって多様であるが、企業
価値を高めるほど株価が上昇し、税負担が増大する可能性があるなど、円滑な事業承継
を阻害していることが指摘されている。取引相場のない株式は換金性に乏しいこと等を



（8） 長 岡 法 人 会 会 報

校
了

考慮し、評価のあり方を見直す必要がある。
４．消費税への対応
・消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の事
務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保などの観点から問題が
多い。このため、かねてから税率１０％程度までは単一税率が望ましく、低所得者対策は
「簡素な給付措置」の見直しで対応するのが適当であることを指摘してきた。国民や事業者
への影響、低所得者対策の効果等を検証し、問題があれば同制度の是非を含めて見直しが必
要である。
（１）消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重要な課題となっている。消費税の制

度、執行面においてさらなる対策を講じる必要がある。
（２）システム改修や従業員教育など、事務負担が増大する中小企業に対して特段の配慮が求

められる。
（３）令和５年１０月からの「適格請求書等保存方式」導入に向け、本年１０月より「適格請

求書発行事業者」の登録申請がはじまる。新型コロナは小規模事業者等の事業継続に大
きな困難をもたらしており、さらなる事務負担を求めれば休廃業を加速することになり
かねない。現行の「区分記載請求書等保存方式」を当面維持するなど、弾力的な対応が
求められる。

Ⅲ．地方のあり方
・今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さや行政組織間の意思疎通不足、病院間の特性
に応じた役割分担がなされていなかったことが浮き彫りとなった。これを機に、緊急時の医
療体制を整備する必要があるが、そのためには国と地方、さらに自治体間の情報共有が不可
欠であり、改めて広域行政の必要性を強調しておきたい。
・地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした活性化戦略を構築し、地域の民間の知恵と工夫
により、新たな地場技術やビジネス手法を開発していくことが不可欠である。その際に最も
重要なのは、地方が自立・自助の精神を理念とし、自らの責任で必要な安定財源の確保や行
政改革を企画・立案し実行していくことである。
（１）地方創生では、さらなる税制上の施策による本社機能移転の促進、地元の特性に根差し

た技術の活用、地元大学との連携などによる技術集積づくりや人材育成等、実効性のあ
る改革を大胆に行う必要がある。また、中小企業の事業承継の問題は地方創生戦略との
関係からも重要と認識すべきである。

（２）広域行政による効率化や危機対応について早急かつ具体的な検討を行うべきである。基
礎自治体（人口３０万人程度）の拡充を図るため、さらなる市町村合併を推進し、合併
メリットを追求する必要がある。

（３）国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財政改革には､「事業仕分け」のような
民間のチェック機能を活かした手法が有効であり、各自治体で広く導入すべきである。

（４）地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べたラスパイレス指数（全国平均ベース）
が改善せずに高止まりしており、適正な水準に是正する必要がある。そのためには国家
公務員に準拠するだけでなく、地域の民間企業の実態に準拠した給与体系に見直すこと
が重要である。
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（５）地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にスリム化するとともに、より納税者の視点
に立って行政に対するチェック機能を果たすべきである。また、高すぎる議員報酬の一
層の削減と政務活動費の適正化を求める。行政委員会委員の報酬についても日当制を広
く導入するなど見直すべきである。

Ⅳ．震災復興等
・政府は東日本大震災からの復興について、令和３年度から７年度までの５年間を「第２期復
興・創生期間」と位置付け、令和３年度以降の復興の円滑かつ着実な遂行を期することとし
ている。そのためにはこれまでの効果を十分に検証し、予算の執行を効率化するとともに、
原発事故への対応を含めて引き続き適切な支援を行う必要がある。とりわけ被災地における
企業の定着、雇用確保を図ることが重要であり、実効性のある措置を講じるよう求める。
・また近年、熊本地震をはじめ地震や台風などによる大規模な自然災害が相次いで発生してい
るが、東日本大震災の対応などを踏まえ、被災者の立場に立った適切な支援と実効性のある
措置を講じ、被災地の確実な復旧・復興等に向けて取り組まねばならない。その際、被災者
支援の観点から、災害による損失を雑損控除と切り離した、新たな控除制度の創設について
検討すべきである。

Ⅴ．その他
１．納税環境の整備
２．環境問題に対する税制上の対応
　欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、既存のエネルギー関係税制との調整を図り、
幅広い観点から十分な検討が行われる必要がある。
３．租税教育の充実
　

《税目別の具体的課題》

１．法人税関係
１．役員給与の損金算入の拡充
（１）役員給与は原則損金算入とすべき
（２）同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
２．交際費課税の適用期限延長
３．欠損金繰戻還付の特例の適用期限延長
２．所得税関係
１．所得税のあり方
（１）基幹税としての財源調達機能の回復
（２）各種控除制度の見直し

各種控除は、社会構造変化に対応して合理的なものに見直す必要がある。
（３）個人住民税の均等割

地方税である個人住民税の均等割についても、応益負担原則の観点から適正水準とすべ
きである。
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２．少子化対策
３．相続税・贈与税関係
１．現在、政府等において、「資産移転の時期の選択に中立的な税制」の構築に向け、相続税
と贈与税をより一体的に捉えて課税することが検討されている。制度を見直すに当たって
は、格差拡大を防止することに留意する必要はあるが、税負担が今以上に重くならない仕組
みとすべきである。
２．制度が見直されるまでの間、贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきである。
（１）贈与税の基礎控除を引き上げる。
（２）相続時精算課税制度の特別控除額（２,５００万円）を引き上げる。
４．地方税関係
１．固定資産税の抜本的見直し
　令和３年度税制改正においては、固定資産税の税額が増加する土地について
前年度の課税標準額に据え置く措置が講じられた。令和４年度においてもコロナ禍の影響は
まだ残るとみられており、令和３年度改正と同様の措置が必要である。さらに、都市計画税
と合せて評価方法および課税方式を抜本的に見直すべきである。
（１）商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性を考慮した評価に見直す。
（２）家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。
（３）償却資産については、納税者の事務負担軽減の観点から、申告対象外となる「少額資

産」の範囲を国税の中小企業の少額減価償却資産（３０万円）にまで拡大するととも
に、賦課期日を各法人の事業年度末とすること。また、諸外国の適用状況等を踏まえ、
廃止を含め抜本的に見直すべきである。

（４）固定資産税の免税点については、平成３年以降改定がなく据え置かれているため、大幅
に引き上げる。

（５）国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて土地の評価を行　　っている
が、行政の効率化の観点から評価体制は一元化すべきである。

２．事業所税の廃止
事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有することから廃止すべきである。
３．超過課税
住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税対象としているうえ、長期間にわたって
課税を実施している自治体も多い。課税の公平を欠く安易な課税は行うべきでない。
４．法定外目的税
法定外目的税は、税の公平性・中立性に反することのないよう配慮するとともに、税収確保
のために法人企業に対して安易な課税は行うべきではない。
５．その他
１．配当に対する二重課税の見直し
２．電子申告
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国国税税庁庁  
 

  

  

  

  

 

 

  

      
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

電子帳簿保存法の取扱通達や Q＆Aについては、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】
に掲載されています。詳しくは、 国税庁 電子帳簿保存法  で 検索 

電子取引データ  
  令和４年１月以降に請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを
送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存するこ
とが必要です。 

  申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある全ての方にご対応いた
だく必要があります。 

 紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データ 
（例）請求書、領収書、契約書、見積書など 

※受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要です。 
※例えば、電子メールの本文・添付ファイルで請求書に相当する情報をやりと
りした場合や、WEB上でおこなった備品等の購入に関する領収書に相当する
情報がサイト上でのみ表示される場合には、それぞれの電子データを保存す
る必要があります（PDFやスクリーンショットによる保存も可）。 

保存すべき電子データは？ 

どのように保存する必要があるのか？ 
 改ざん防止のための措置をとる 
「タイムスタンプ付与」や「履歴が残るシステムの導入」といった方法以外にも
「改ざん防止のための事務処理規程を定める」でも構いません。 

令和３年 11月 

 「日付・金額・取引先」で検索できるようにする 
専用システムを導入していなくても、①索引簿を作成する方法や、②規則的な
ファイル名を設定する方法でも対応が可能です（詳しくは裏面をチェック）。 
※２年（期）前の売上が 1,000万円以下であって、税務調査の際にデータのダ
ウンロードの求め（税務職員への提示等）に対応できる場合には、検索機能
の確保は不要です。 

 ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける 
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改ざん防止のための措置について 

以下のいずれかの方法でも、検索機能を確保していることとなります。 

検索機能を確保する簡易な方法について  

市販のソフトウェア等を使用する方への参考情報  

 システム費用等をかけずに導入できる“改ざん防止のための事務処理
規程”については、国税庁ＨＰでサンプルを公表しています。 
※Wordファイルで公表していますので、ひな形として 
ご活用いただけます。 

 規則的なファイル名を付す方法 
データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取
引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておくことで、
フォルダの検索機能が活用できるようにする方法です。 

 表計算ソフト等で索引簿を作成する方法 
表計算ソフト等で索引簿を作成しておくことで、表計算
ソフト等の機能を使って検索する方法です。 

（例）2021年 1月 31日 ㈱霞商店からの 110,000円の請求書なら「20210131_110000_㈱霞商店」 

連番 日付 金額 取引先 備考
1 20210131 110000 ㈱霞商店 請求書
2 20210210 330000 国税工務店㈱ 注文書
3 20210228 330000 国税工務店㈱ 領収書

…

49 20211217 220000 ㈱霞商店 請求書
50 20211227 55000 国税工務店㈱ 領収書

〔イメージ〕 

〔イメージ〕 

 要件を満たすかどうか確認するための認証制度及び相談窓口があります。 
市販のソフトウェア等で機能要件を満たすと認証を受けた製品には、公益社団
法人日本文書情報マネジメント協会（ＪＩＩＭＡ）の認証マークが付されてい
ます。また、独自開発されるシステムを対象に税務署及び国税局に事前相談窓
口を設けています。 

電子帳簿保存法の取扱通達や Q＆Aについては、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】
に掲載されています。詳しくは、 国税庁 電子帳簿保存法  で 検索 

令和３年 11月 

※ 税務調査の際に、税務職員からデータのダウンロードの求めがあった場合には、上記のデータについ
て提出してください。 
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法人　ながおか　vol.146
公益社団法人　長岡法人会

長岡市表町三丁目1番地８
リナシエビル３　８階
電 話 0258-35-0328
FAX 0258-39-7630

発　　行　広 報 委 員 会
　　　　　委員長　鷲　尾　達　雄
印 刷 所　吉原印刷株式会社

　師走に入り、これから「法人ながおか」の編集会議です。早く着いたので、会議前に用を足しにト
イレへ。小用便器の前に仁王立つと、そこにはいつも見る光景が。「一歩前へ！」のステッカー。時
にジャバジャバに溢れている光景を見かけます。どうしたら、あれ程、外せるのだろうか？？？と想
像しつつ放出開始。便器の手前の床をあそこまで汚すという事は、相当、離れて発射しても難しいよ
な？どんだけ手前に立っているのか？とブツブツ言いながら、格納完了。
　さてさて、男性諸兄の皆様、座りション・ネイティブって言葉をご存じですか？　物心ついた頃か
ら座って小用を足す男性を指すらしく、その割合は何と10％にも及んでいるそうです。更に、トイ
レを掃除する人の事を考えると、座らざるを得ない！と改宗した殿方を含めると、今や60％の男性
が座りション派との調査結果もあるそうです。バブル時代の女性が結婚相手に求める条件は「三高」
と言われましたが、令和の時代は「育メンと座ション」かもしれませんね（笑）。都会では、コロナ
によるリモートワークが定着し、在宅勤務は当然、自宅で用を足す機会を増やします。そんな中、高
級マンションの売れ行きも順調と聞きます。そこで、マンション広告のキャッチ・コピーを思い付き
ました！「億ションで座ション」なんてどうですかね？（笑）
PS　因みに私は、隠れスワリシタンです。お後がよろしい様で

鷲　尾　達　雄編集後記編集後記


